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日

令和6年度司法修習生用教材等の仕分け等及び運送（第78期） （以下「業務」という。）

に関し、発注者最高裁判所と受注者株式会社丸運ロジステイクス関東とは、次の条項及び

別添仕様書（以下「仕様書」いう。 ）により請負契約（一部単価契約）を締結し、信義に

従い、誠実にこれを履行するものとする。

（業務の名称、品目及び規格等）

第1条業務の名称、業務の内容、契約単価及び予定総額は、次のとおりとす.る。

(1) 名 称令和6年度司法修習生用教材等の仕分け等及び運送（第78期）

．(2) 業務の内容仕様書のとおり

（3） 契約単価別表のとおり

（4） 予定総額金1．， 642， 399円

（う､ち消費税及び地方消費税額金149, 309円）

（契約期間及び最終到着期限）

第2条契約期間及び最終到着期限は、次のとおりとする。ただし、 ｡やむを得ない事由が

ある場合は、発注者及び受注者が協議して、 これを変更することができる。

（1） 契約期間契約締結日から令和7年3月25日まで

（2） 最終到着期限令和7年3月18日

（契約保証金）

第3条受注者は、契約保証金の納付を要しないものとする。

（権利義務の譲渡等の制限）

第4条受注者は、 この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承

継させてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

（下請等の禁止）

第5条受注者は、業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面

による発注者の承諾を得た場合は、この限りでないq

2‘ 前項に関わらず、受注者は、発注者の利益を害しない限り、引き受けた小荷物を他の

運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送又は他の運送機関を利

用して運送することができる。

3 前2項の場合においても、運送（送達）上の責任は、受注者が負う。

（業務の監督等）

第6条発注者は、業務の必要な監督を行うため、監督職員を定めて次に掲げる事項を行

わせることができる。

（1） 受注者が提出する書類の調査

（2） 業務の管理、立会い、指示、承諾又は協議

2 受注者は、監督職員の職務に協力しなければならない。

（業務完了の検査）

第7条受注者は、業務が完了した場合には、業務完了報告書をもって、発注者に通知し

なければならない。

●
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2 発注者は、前項の通知を受理した場合には、その受理した日から起算して10日以内

に、発注者の定めた検査職員に必要な検査を完了させ、その結果を葦注者に通知しなけ

ればならない。

3 受注者は、前項の検査に合格しなかった旨の通知を受領した場合には、発注者の指示

に従い、遅滞なく必要な措置を講じ、再度の検査を受けなければならない。 この場合に

おける検査の完了の時期は、発注者が新たに業務完了した旨の通知を受理した日から起

算して10日以内とする。

（代金の支払）

第8条受注者は､前条第2項又は第3項の検査に合格した旨の通知を受理した場合には、
遅滞なく適法な代金の支払請求書を発注者に提出するものとする。

2 発注者は、前項の支払請求書を受領した日から起算して30日 （以下「約定期間」 と

いう。 ）以内に、受注者の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。

3 支払代金は､仕分け料及び運送料の運送数量に第1条(3)の単価を乗じて得た額（1円

未満の端数切り捨て）並びに引取料の合計に、消費税額10％に相当する金額（1円未

満の端数切り捨て）を加算した金額とする。

（履行遅延の賠償）

第9条発注者は、約定期間内に代金の支払をしなかった場合には、遅延損害金を受注者

に支払わなければならない。

2 受注者は、その責めに帰すべき事由により業務を遅延した場合には、遅延損害金を発

注者に支払わなければならない。

3 前二項の遅延損害金は、それぞれ遅延日数に応じ、第1項の場合においては支払が遅
延した金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256

号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率（ただし、率適用は

財務省告示の施行日による。 ）の割合で計算した額とし、前項の場合においては納入が

遅延した部分の代価に対し、民法第404条に基づき算出される法定利率の割合で計算

した額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、 これを切り捨て、

毛の額が100円未満であるときは、その支払を要しないものとする。
（検査の遅延）

第10条発注者がその責めに帰すべき事由により第7条第2項又は第3項に規定する期

間内に検査を完了しなかった場合には、その期間を経過した日から検査を完了した日ま

での日数（以下「遅延期間」 という。 ）を、約定期間から差し引くものとする。 この場

合において、遅延期間が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は満了したものとみ

なし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第1項及び第3項に規定する遅延損害金

を受注者に支払うものとする。

（危険負担等）

第11条業務の完了前に生じた損害は､発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、
受注者の負担とする。

2 天災その他の不可抗力により、債務の履行が不可能となったときは、発注者又は受注

者は、相手方の同意を得て、 この契約を無償で解除できるものとし、既に要した費用に
ついては、発注者及び受注者の各自の負担とする。
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（契約不適合責任）

第12条発注者は、業務の完了後、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しな

いもの（以下｢契約不適合」 という。 ） カミある場合、受注者に対し、受注者の費用で取

替え、補修、不足分の引渡しその他の措置（以下「履行の追完」 という。 ）を請求する

ことができる。

2 業務に契約不適合がある場合、発注者は、相当の期間を定めて受注者に対して履行の

追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、その契約の不適合の程度に応じ

て代金の減額を請求することができる。ただし、民法第563条2項各号に該当する場

合は、催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。

3 前二項の規定は、民法第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び

第542条の規定による解除権の行使を妨げない。

4 契約不適合のうち種類又は品質についての前三項の権利は、業務の完了後、発注者が

契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは行使すること

ができない。

（秘密の保持）

第13条発注者及び受注者並びにその職員、代理人及び使用人は、業務の遂行に際し知

り得た相手方の秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。

（発注者の契約解除権）

第14条発注者は、受注者（その代理人及び使用人を含む｡ ）が次の各号のいずれかに

該当する場合には、 この契約を解除することができる。 このうち、第2号から第4号に

該当する場合は、何らの催告を要しない。

(1) この契約の条項又は仕様書に違反した場合（第4号を除く。 ）

ただし、違反がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りでない。 ．

（2） 監督職員の監督若しくは検査職員の検査を妨げ、又は妨げようとした場合

（3） 詐欺その他の不正行為をし、又はしようとした場合

（4） 民法第542条第1項各号に該当するときその他、この契約の目的を達することが

できないと認められる場合

2 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は、受注者の負担とする。

3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、業務の既済部分で検査

に合格したものがあるときは、 これに相当する代金を受注者に支払うものとする。

4 第2項及び前項の規定は、民法第542条2項に基づき契約の一部を解除する場合に

準用する。

（受注者の契約解除権）

第15条受注者は､発注者が次の各号のいずれかに該当する場合には、 この契約を解除

することができる。 このうち、第2号又は第3号に該当する場合は、何らの催告を要し

ない。

(1) この契約の条項若しくは仕様書に違反した場合（第3号を除く。 ）

（2）著しく契約条項と異なる指示をしたため、この契約を履行することが不能となった

場合
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（3） 民法第542条1項各号に該当するときその他この契約目的を達することができな

いと認められる場合 9

2 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は、発注者の負担とする。

3 受注者が第1項の規定により契約を解除した場合において、業務の既済部分で検査に

合格したものがあるときは、発注者は、 これに相当する代金を受注者に支払わなければ

ならない。

4 第2項及び前項の規定は、民法第542条2項に基づき契約の一部を解除する場合に
準用する。

（違約金）

第16条前二条の規定によりこの契約が解除された場合には、受注者又は発注者は、違
約金として予定総額の10分の1に相当する金額を発注者又は受注者の指定する期限内

に支払わなければならない。

（談合等の不正行為にかかる違約金）

第17条受注者は、 この契約に関し、次の各号のいずれかに該当する場合には、発注者
の請求に基づき、予定総額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定す

る期限内に支払わなければならない6

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54

号。以下「独占禁止法」 という。 ）第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者

である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引

委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項（独占禁止法第8条の3におい

て読み替えて準用する場合を含む｡）の規定に基づく課徴金納付命令(以下「納付命
令」という。 ）を行い、当該納付命令が確定した；とき（同委員会が、受注者に対して、

独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じ

ない旨の通知を行い､又は確定した当該納付命令を独占禁止法第63条第2項の規定

により取り消した場合を含む。 ） 。

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令（こ

れらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」 と

いう。 ）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受
注者等に対して行われていないときは､各名宛人に対する命令すべてが確定した場合

における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」 という。 ）に

おいて、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為

の実行としての事業活動があったとされたとき。ただし、受注者が独占禁止法第19

条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基
づく不公正な取引方法（昭和57年公正取引委員会告示第15号）第6項に規定する

不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として､受注者がこれを証明

し、その証明を発注者が認めたときはこの限りでない。

(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号

の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取

引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件に
ついて、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当
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該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）

に入札（見積書の提出を含む。 ）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当
する‘ものであるとき。

（4） 受注者又は受注者の代理人の刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若し

くは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当す

る場合には、前項の予定総額の10分の1に相当する金額のほか、予定総額の100分

の5に相当する金額を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。

（1） 前項第1号に規定する確定した納付命令について､独占禁止法第7条の3第1項な

いし第3項の規定の適用があるとき。

（2） 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人（受

注者が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 ）が違反行為の首謀者であるこ

とが明らかになったとき。

（3） 受注者が発注者に対し､独占禁止法に抵触する行為をしていない旨の誓約書を提出

しているとき。

3 受注者は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する

場合において発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（談合等の不正行為にかかる発注者の契約解除及び違約金に関する遅延利息）

第18条受注者が前条の違約金を発注者の指定する期限内に支払わないときは、発注者

は何らの通知催告を要せずこの契約の全部又は一部を解除することができるものとし、

受注者は当該期限を経過したHから支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に

基づき算出される法定利率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければな

らない。

（属性要件に基づく契約解除）

第19条発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認めるときは、何らの催告を要

せず、本契約を解除することができる。

（1） 法人等（個人、法人又は団体をいう。 ）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若し.くは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。 ）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。 ）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。 ）又は暴力

団員等（同法第2条第6号に規定する暴力団員又は第32条第1項第2号ないし第4

号に規定する者及び団体をいう。以下同じ。 ）であるとき。

（2） 役員等が、自己､自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているとき。

（3） 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持､運営に協力し、若しくは関与していると

き。

（4） 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを利用するなどして
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いるとき。

（5） 役員等が､暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関俸を有しているとき。
（行為要件に基づく契約解除）

第20条発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を

した場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

（1） 暴力的な要求行為

（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為

（3） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（4） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

（5） その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第21条受注者は、前二条のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっ

ても該当しないことを確約する。

2 受注者は、前二条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」という。 ）

を再請負人等（再請負人(再請負が数次にわたるときは、すべての再請負人を含む。 ） 、

受任者（再委任以降のすべての受任者を含む。 ）及び再請負人若しくは受任者が当該契

約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。 ） としないこと

を確約する。

（再請負契約等に関する契約解除）

第22条受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直

ちに当該再請負契約人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者に該

当する再請負人等との契約を解除させるよう.にしなければならない。

2発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しく

は再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当

該解除対象者である再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解

除対象者である再請負人等との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約

を解除することができる。

（損害賠償)

第23条発注者は、第19条、第20条及び前条第2項の規定により本契約を解除した

場合は、 これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要し

ない。

2 受注者は、発注者が第19条、第20条及び前条第2項の規定により本契約を解除し

た場合において、発注者に損害が生じたときは、第16条に定める方法等に従いその損

害を賠償するものとする。

（不当要求等に関する通報等）

第24条受注者は、 自ら又は再請負人等が、暴力団又は暴力団員等、社会運動・政治運

動標ぽうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当要

求等」 という。 ）を受けた場合は、 これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否

させるとともに、速やかに不当要求等の事実を発注者に報告し、 さらに、警察への通報

及び捜査上必要な協力を行うものとする。

0

6



（紛争の解決）

第25条この契約書の各条項において発注者及び受注者が協議して定‘めるものにつき、g

協議が整わない場合その他この契約に関し発注者と受注者との間で紛争が生じた場合に
は、発注者及び受注者が協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図
ることとする。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者及び受注者が協議
して特別の定めをした場合を除き、各自これを負担する。

（契約の疑義）

第26条この契約に定めのない事項その他疑義のある場合は、発注者及び受注者が協議
して定めるものとする。

この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自これ

を保有する。

令和6年冬8月28日

東京都千代田区隼町4番2号

最高裁判所

這
支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長 染谷武

東京都江東区東雲二丁目5番25号

●
株式会社丸運ロジステイクス関東

代表取締役 佐久間 ．成

発注者

受注者

7



(別表）
(消費税及び地方消費税を含まない 。 ）契約単価

1､引取料

仕分け料及び運送料（司法修習予定者宛て）

(1) 仕分け料 「一冥蒋軍荷一「

2．

琿扶料(2)

6

小
一
罫
ロ

数量 金額

一式 606000円

■
‐
判
■ 送先地域 契約単価 運送予定数量 予定金額

:京 570 649 369.930 弓

;玉 570 87 49,590 弓

570 89 50.730 弓

城 I

D
570 13 7,410 弓

木 Ｆ

Ｏ 570 8 4.560 ｴ］

bも
1

1
570 10 5,700 耳

岡 Ｂ
ｂ 610 16 9,760 ']

1J
L一一 570 4 2.280 弓

を野 , 590 8 4,720 耳

f潟 590 3 1,770 工］

恵阪 600 135 81.000 工］

莨都
D

B 600 115 ､ 69,000 耳

庫 ,
600 82 49.200 工

:良 600 20 12.000 エ

賀 隈 600 14 8,400
工

|歌 l県 600 2 1,200
工

盈知 B

l
610 61 37.210 工

重 b

l
610 9 5,490 工

阜 p

b
610 10 6, 100 工

井 b

b
610 3 1.830 I

川 D

b
610 6 3,660 工

『llI 、
。
■

610 5 3,050 工

§励 ■

ｂ 770 18 13,860 工

1口 D

b
770 3 2,310 工

1111 ｂ
ｂ 770 16 12.320 エ

諦取 ｐ
』
巳

770 2 1.540 工

諸根 貝 770 2 1,540
工

岡盲剛 ↓ 870 37 ・ 32， 190
エ

E賀 ｂ
ｂ 870 5 4.350 工

言

と崎 い

』

ひ
870 2 1,740

工

<分 870 2 1.740 工

本 870 10 8j700
エ

I 県 870 3 2,610
工

例 870 2 1.740 工

『 3,000 ・ 5 15,000 エ

タ 610 24 14,640 ユ

猫 610 6 3.660 エ

叩 610 2 1.220 工

一
一
一
Ｉ

凹
一
コ

､

Ⅱ

620 2 1.240 エ

火［ 620 2 1.240 工

覇 620 1 620 エ

|上海i 870 31 26,970
I

香川 1

1
820 5 4． 100 エ

徳農 b

b
820 2 1．640 工

高知 ■

b
82（ 2 1.640 工

愛媛 （ 82（ 4 3.280 工

．’ 1，702 1,038.530
T



(実務修習庁等宛て）3．仕分け料及び運送料

(1)仕分け料

(2)

小計

(税抜き）

発注を保証するものではない。※予定発送先数は、

契約単価 運送予定数量 予定金額

150 158
4

23.700円

発送先地域 契約単価 運送予定数量 予定金額

東京都 570 8 。 4,560円

申奈川県 570 3 1,710円

奇玉県 570 ・ 6 3,420 耳

二葉県 570 3 1.710 弓

茨城県 570 3 1,710 耳

折木県 570 3 L710 'J

羊馬県 570 3 1,710 弓

静岡県 610 3 1.830 エ

｣梨県 570 3 1.710 エ

長野県 590 3 1.770 エ

新潟県 590 3 1,770
エ

に阪府 600 3 1,800
エ

京都府 600 3 1.800 工

兵庫県 600 3 1.800 ユ

奈良県 600 3 1.800 工

滋賀県 600 3 1.800 エ

]歌山県 600 3 1,800
工

愛知県 610 3 1．830 エ

三重県 610 3 ･1,830
エ

岐阜県 610 3 1.830 エ

福井県 610 3 1,830
工

石川県 610 3 1,830
I

富山県 610 3 1,830
工

玄島県 770 3 2.310 弓

11口県 770 3 2.310 I］

間山県 770 3 2.310 弓

詰取県 770 3 2,310
工

島根県 770 3 2,310
工

福岡県 870 3ｲ 2.610 I

佐賀県 870 3 2.610 エ

長崎県 870 3 2,610
工

大分県 870 3 2.610 エ

側 ：本県 870 3 2.610 工

E Z児島県 870 3 2,610
エ

乍
仁 「崎県 870 3 2.610 丁

* '繩県 3,000 3 9,000
工

〃望

城県 610 3 、 1．830． 工

5島県 610 3 1.830 工

上I形県 ． 610 3 1.830 工

岩手県 620 3 1.860 工

秋田県 620 3 1,860 工

青森県 620 3 1,860
工

北海遊 870 12 10,440
工

香川県 820 3 2.460 I

徳島県 820 3 2.460 エ

高知県 820 3 2.460 工

謡媛県 820 3 2,460 エ

158 115,560 工



仕 様 書

。

第1 件名

令和6年度司法修習生用教材等の仕分け等及び運送（第78期）

第2 業務内容

受注者は、別紙1記載の物品について、最高裁判所（以下、 「発注者」 という。 ）

が指定する配送先ごとに仕分け、梱包した上で運送を行う。

1 物品引渡方法及び引渡予定日

（1）司法研修所から引き渡すもの

別紙1の物品のうち､ ． 「司研引渡し（予定). 」欄に「○」印のあるものについて

は、令和7年1月14日 （火）から同年1月17日 （金）までの間に、司法研修所

において受注者に引き渡す｡

なお、物品は、監督職員の指示により、受注者の負担において、司法研修所の物

品保管場所から搬出すること。

（2） 発注者が契約した印刷業者から引き渡すもの

別紙1の物品のうち、 「印刷業者引渡し（予定） 」欄に「○」印のあるものにつ

いてはく契約締結日から令和7年1月17日 （金）までの間に、順次、別途発注者

が契約した印刷業者の負担において受注者の指定する場所（東京23区内又はその

近郊を限度とする。 ）で直接引き渡す。

なお、数量に不足が生じた場合には、不足分を司法研修所において受注者に引き

渡す。不足分は、監督職員の指示により、受注者の負担において、司法研修所の物

品保管場所から搬出すること。

（3） 日本弁護士連合会が契約した印刷業者等から引き渡すもの

別紙1の物品のうち、 「印刷業者引渡し（予定） 」欄に「●」印のあるものにつ

いては、原則として、契約締結日から令和7年1月17日 （金）までの問に、 日本

弁護士連合会が契約した印刷業者等から受注者に直接引き渡す。ただし、 (1)の方法

により受注者に引き渡す場合がある。

（4） 上記(2)及び(3)の方法により引き渡す場合において、印刷業者等が引渡し状況の

写真撮影を行うことがあるので、受注者はこれに協力すること。

（5） 上記(1)～(3)の各引渡し部数については、契約締結後に追って通知する。

2仕分け及び梱包等

(1) 受注者は、別紙1記載の1から51までの各1部ずつ計51点を1セットとして

仕分けを行い、受注者において用意した段ボール箱に、水濡れ防止のケアマークを

明示（シール貼付や印刷等）した上、運送中に破損、汚損等のないよう梱包する。

なお、別紙1の物品の箱入れの順番等は、契約締結後、追って指定する。段ボール

箱のサイズ・材質については、指定はない。

（2） 運送先ごとに仕分け及び梱包をする際に、受注者は物品の破損、汚損等のないよ



／

う注意する。

(3) 発送人の表示は、次のとおりとする。

埼玉県和光市南2－3－8最高裁判所司法研修所 ‘

3物品の運送

（1） 運送物品及び規格等

別紙1のとおり

（2） 運送先、運送予定重量及び運送予定数量

ア運送先

最高裁判所（以下「発注者」 という。 ）が指定する司法修習予定者の住所、各

地方裁判所及び司法研修所

運送先の住所等は、契約締結後、 Excelデータで受注者へ提供する。

イ運送予定重量

1セット当たりの重量は約9. 855kgとなる予定である。

なお、 1セット分の教材を積み上げると、A4及びB5が高さ約17cm、A

5が高さ約6cmとなる予定である。

ウ運送予定数量

都道府県別の運送予定数堂は別紙2のとおりであるが、実際の運送数量は司

法試験の合格者数等によって増減才る・運送数量が確定するのは令和6年11

月6日 （水）以降の予定である。

（3） 物品の発送日及び到着期限

ア発送日

契約締結後、追って監督職員から指定する。なお、発送日は複数に分かれる場

合があるが、 1セットを分割しての発送は予定していない。

イ到着期限等

（ｱ） 原則として､_発送日の翌日から起算して4営業日以内（土日及び祝日を除

く。 ） とする。

（ｲ） 運送先の受領者の不在により物品を引き渡せない場合は、当該受領者又は

監督職員から指定された日に再配達を行う。

（ｳ） 運送先の受領者の長期不在又は宛名不完全のため配達できない場合等は、

監督職員から指定された日に再配達を行う。

（ｴ） （ｳ)によって再配達したが、運送先の受領者の不在により物品を引き渡せな

い場合は、 （ｲ)に準じるものとする。

（ｵ） 最終到着期限は、令和7年3月18日 （火） とする。

4提出物

(1)受注者は、印刷業者から物品の引渡しを受けたときには、直ちに数量を確認し、

物品の預かり書を司法研修所宛てに発行すること。

（2） 運送先の受領者への物品の引渡し後、令和7年3月25日 （火）までに、運送先

の一覧に運送先ごとの到着日を追記した「業務完了報告書」を司法研修所に提出す



『

ること。

(3) 提供された運送先のデータ、同データを加工して作成したデータ及びその印刷物

といった、司法修習予定者の氏名又は住所が含まれる物については､‘本業務終了

後、受注者において、データ消去ソフトウェア若しくはデータ消去装置の利用によ

る磁気的な破壊等、シユレツグー等による物理的な破壊等の方法を用いて、速やか

に復元が困難な状態にし、その旨の報告書を司法研修所に提出すること。

第3個人情報の取扱い

1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務の実施に当たっては、個人の

権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならな

い。

2受注者は、いかなる場合においても、本業務に関して知り得た個人情報の内容を

みだりに他人に知らせてはならない。

3受注者は、本業務に関して知り得た個人情報を、本業務を実施する目的以外の目

的のために自ら利用し、又は、提供してはならない。

第4特記事項

1 運送先に物品が到着し、受領者が確認するまでは、受注者が責任を負うものとする

（いわゆる「置き配」は不可とする。 ） 。

なお、運送先の受領者から物品の不足、重複、折れ又は汚損（印刷・製本の不備に

よるものを除く。 ）等の申出があったときは、受注者は、監督職員の指示により、速

やかに、申出をした受領者に対し、物品の追加送付又は回収を行う。回収した物品

は、司法研修所に引き渡す。ただし、それらの費用は、いずれも受注者の負担とす

る。

2第2の1により引渡しを受けた物品に余剰が生じたときは、受注者は、監督職員の

指示により、余剰分を司法研修所に引き渡す。ただし、その費用は、受注者の負担と

する。

なお、余剰分の引渡しにあたっては、司法研修所の物品保管場所内の監督職員が指

定した場所に搬入すること。

3 司法研修所での物品の搬出等のために使用する車両は、降雨等の場合でも物品の汚

損等を生じさせないよう、司法研修所の搬出口に近接可能な2トン車までの車両とす

ること。

4印刷業者が持ち込む梱包資材等は、受注者が適宜処分すること。

5 いわゆるグリーン購入法における運送の判断基準を満たしていること。

6本仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合は､ ､発注者及び受注者が協

議の上、定めるものとする。
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(別紙1）

物 品 名 規格

予定

重且
(9)

司研引渡し(予定）

有無部数

印刷富者引侭し(予定）

有無 部数

1 日録
A幻
垂詮

1，
LV

へ 1負Rn
曹 ＆,凹VU

一
’
II

0

２
－
３

司法修習ハンドブック
－■

一■－

司法修習開始主での準備について

A5

A4

115

90

０

０

一

一

○ 1

○ ’ 1

860

860

４

５

際
礎
4版民事訴訟第一審手続の解説
T－- －－－－－

別冊記録lこ基ついて
－ －－一

4版民事脈訟第一審手続の解説別冊記録

■■ 今－一一ー一

記載例集
一 -＝ 一－－－

妃載例集一民法(債楢関係)改正に伴う補訂版

l1改訂新問題研究要件事実
凸 昏－－

12 1【仮称】事例で考える民事事実罷定(3打版）
-画一

'3｣亜勉争類型別の要件事実
141盤塗める争点整理
151学修用記録(民事裁判)第'号

△

●

ｌ

ｌ

Ｉ

ｒ

ｏ

，

１

１

ト

ー

｜
燗
一
面

｜

学修用記録(民事裁判)第2号

学修用記録(民事裁判)第3号
’

一 ◆

18

19

|学修用記録(民事裁判)郷号
学修用記録(民事裁判)第5号

－

一一一

一一一一一一

A4

A4

A4

４
－
５

Ａ
一
Ａ

A5

A5

５
－
５
５

Ａ

Ａ

Ａ

“
一
“

A4

４

４

４

Ａ
Ａ
Ａ

150

285

115

90

150

55

65

185

150

265

705

110

160

120

160

250

0一

０
０
０
－
０
０
－
０
｜

■■■■■■

0

◆

一一

●

一
一
一
一
一

０
０

０
’
０
０
－
０

■
一
一
。
０

一

q■■■■■■

’
一
一
一

０

０

０

●

－

1■■■■■■

■■■■■■■■■■

－

1,860

1,860

○
一
○

唖
一
唖
一
蜘
岬
岬
岬
一
“
蜘
腿
一
“
｜
腿
魎
唖
一
腿

■
１
日
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｔ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
ｌ
７
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
↑
‐
‐
１
１
◆
・
‐
’
９
．
１
１
０
１
１
１
１
７
１
１
１
’
一
一
・
’
◆
１
１
１
↓
１
１
１
◆
‐

○
○
○
○
○
’
○
’
○
一
○
○
一
○
○
○
○
○

０
１
２
３
４
５

２
↓
２
〒
２
２
－
２
－
２

26

27

凸
■
■
■
Ⅱ
８
９
０
●
■
Ⅱ
日
日
０
０
１
１
▲
甲
０
４
０
Ｉ
１
ｅ
ｌ
ｌ
ｌ
１
‐
１
１
１
４
▽
６
‐
１

1

【仮称】9釘民事弁護の手引

8町民事弁護における立証活励

民事弁護教材改訂民事保全(補正版）
一＝■－

民事弁護教材3訂民事執行

一－一 －－ー

民事弁謹実務の基礎～シナリオ民事保全･執行～
一一▲一一

民事弁護実務の基礎～シナリオ民事保全･執行～[資料編］

民事弁護実務の基礎～はじめての和解条項～

辮義1(立証活勤)実施要領(設問付）
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A5
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28 1ブﾗｸﾃｲｽ刑事裁判(平成30年9月版）
↑ ‐- -一一一

29プラクテイス刑事裁判(別冊)(平成30年9月版）

墾 “
◆

34 ILet'stly刑事事実認定
↓ － ． －－－－___－－－－－－

35 1責任能力の判断について

一b一一一一一

“
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｜
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｜
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195
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卯
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0
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０
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沁
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39 1検察終局処分起案の考え方(令和6年版）

40第78期司法修習検察導入修習講凝参考事例
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一ユ ー －

坐
一
“

４
４
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65
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０
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41 1刑事弁謹の手引き(令和4年4月）
－0 －一 一=

42 |みんなでつくるｹｰｽ･ｾｵﾘｰ(令和3年3月）

４
４

Ａ

Ａ

95

230

０
ゞ
０

一
一
一

○ 1,860

○ 1,860

43 ’民事総合一｜－ －－実施要領

44民事総合資料

A4

A4

○ 1,860

0

一

○
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TIM
45 1接見交通権マニュアル
子一■一

46ハンドプックー身体拘束からの解放一
~一・ 7－－~ -－

47 1解説弁護士職務基本規程
－－． = _ －－ －－

蛤
一
⑲ ’
被疑者ﾉート

取鯛べ対応･弁護実践マニュアル ‐

４
４
Ａ
Ａ

５
－
４
４

Ｂ
Ａ
一
Ａ
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410

160

375

■■■■■■ 0
－－｡

０
’
０
０
－
０
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一
一

一
一
一
一
一
一
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－
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●
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１
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●
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1’●

860

860

860

860

860

50 1ひまわり

51

←－

自由と正義

４
４
Ａ
Ａ

60

5

○ 1,860

○ 1,860



(別紙2）

都道府県別の運送予定数量

※数値には転居による再配達分を含まない。
※運送予定数量は発注を保鉦するものではない。

司法修習予定者宛て

【参考IR4年度実績 【参考】R5年度実績 運送予定数量

実務修習庁等宛て○

運送予定数且

東京都

神奈川県

埼玉県

千葉県

茨城県

栃木県

群馬県

静岡県

山梨県

長野県

新潟県

513

142

82

65

３
－
３

１
↑

7

16

2

10

3

746

180

91

99

10

－一－－←

8

12

13

２
６

2

649

165

【
４
１
【
Ｌ
】
伺
ｑ
山

８

８

１

8

Ⅲ
一
Ｋ

４
８
’
３

5．

3

3

６

３

3

３

３

３

３
３
－
３

(東京地裁総務課) ．

(東京地裁立川支部庶務第一課）

(横浜地裁総務課）

(さいたま地裁総務課3､司法研修所3）

(千葉地裁総務課）

(水戸地裁総務課）

(宇都宮地裁総務課）

(前橋地裁総務課）

(静岡地裁総務課）

(甲府地裁総務課）

(長野地裁総務課） ．

(新潟地裁総務腺）

大阪府

京都府

兵庫県

奈良県

滋賀県

和歌山県

113
－－

94

68

12

17

I

142

144

6 91

－

５
－
３
－
１

１
－
１
－

一
一

135

115

82

20

14

2

３

３

３

３

３
－
３

(大阪地裁総務諜）

(京都地裁総務課）

(神戸地裁総務課）

(奈良地裁総務課）

(大津地裁総務課）
ｲ知醗1 1『紬鋤錘薙2m､

愛知県

福井県

石川県

富山県

49
－

11

4

3

5

4

－－

術
－
８

‐

加
一
１
－
５

一
一

8

61

９

16
詞
。
』
Ｆ
ｒ
も
■
閉
山

・ 3

3

3

３

３

3

(名古屋地裁総務課）

(津地裁総務課）

(岐阜地裁総務課）

(福井地裁総務課） －
(金沢地裁総務課）

(富山地裁総務課）

広島県

山口県

島根県

15

4

10

４
↑
３

３
－
０
｝

１
一
一

19

l

2

肥
－
３
一
服
２
２

３
－
３

3

３

３

(広島地裁総務課）

(山口地裁総務課）

(岡山地裁総務腺）

(鳥取地裁総務課）

(松江地裁総務課）

福岡県
一一一

佐賀県

長崎県

大分県

熊本県

鹿児島県

宮崎県

沖縄県

38

2

1

3

8

3

2

6

32

7

2

1

11

3

２

、

５

37

5

2

2

lC

q

皇

2

5

３
３
３
３
３
３
’
３
３

(福岡地裁総務課）

(佐賀地裁総務腺） 一
(長崎地裁総務課）
(大分地裁総務腺）

(熊本地裁総務課）

(鹿児島地裁総務課）

(宮崎地裁総務課）

(那覇地裁総務謀）

宮城県

福島県

山形県

岩手県
秋田県
一一

青森県

24

6

_._-.-.…_-_L
２
－
２
－

0

22

2

3

、1

2

1

24

6

2

2

2

1

3，

3

３
３
３
３

(仙台地裁総務腺）

(福島地裁総務課）

(山形地裁総務課）

(盛岡地裁総務課）
(秋田地裁総務綱‐‐ －
(青森地裁総務裸）

北海道 26 32 31 12
(札幌地裁総務課3､旭川地裁総務課3､釧
路地裁総務課3､函館地裁総務課3）

香川県

徳島県

高知県
~蔓腰県

3

２
－
２

6

1

3

一一 ■●

２
－
２

５
２
２
．
４

３
３
３
’
３

(高松地裁総務課）

(徳島地裁総務畷L －－－－
(高知地裁総務課）
て藤面敵栽総惑緤）

合計 l'110 1851 1702 158
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